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サードパーティデータを利用した
広告に対する規制の方向性

英知法律事務所
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ウェブ閲覧履歴等の規制①
個情法R2改正における個人関連情報の導入
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広告事業者サーバの３Pクッキー

広告事業者
ｻｰﾊﾞ

ユーザー

ﾀｸﾞによる
自動ｱｸｾ

ｽ

画像
+3Pｸｯｷｰ

④

⑤

③【タグ】
〇×スポーツWebｻｲﾄのタグがブラウザに「広告事業

者ｻｰﾊﾞから画像を読み込め」と指示する

①

②

閲覧のた
めのｱｸｾｽ

ｺﾝﾃﾝﾂ
＋タグ

+1Pｸｯｷｰ

〇×ｽﾎﾟｰﾂ
Webサイト

○☓スポー
ツweb
・・・・・
・・・・・
・・・・・

画像

〇×ｽﾎﾟｰﾂ
webｻｲﾄか
らくるのは、
ﾌｧｰｽﾄﾊﾞｰ
ﾃｨｸｯｷｰ
「〇×001」

広告事業
者ｻｰﾊﾞか
らくるのは、
ｻｰﾄﾞﾊﾞｰﾃｨ
ｸｯｷｰ
「DMP123」
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ユーザー
タグによるｱｸｾｽ

広告事業者ｻｰﾊﾞ
が3Pｸｯｷｰを送信

④

⑤

⑥

広告事業者
ｻｰﾊﾞ

• ④のタグによるｱｸｾｽの際に広告事業者ｻｰﾊﾞは「〇×スポー
ツ」のウェブサイトの指示で来たことが分かる（1pクッキー「〇
×001」をもらうことも）

• それにより、「〇×スポーツ」と広告事業者が発行した3Pｸｯｷｰ
「DMP123」の組み合わせが広告事業者サーバで完成する。 5

広告事業者のクッキーをキーとした名寄せ



• 〇×ｽﾎﾟｰﾂのwebサイトとお
なじように、あちこちのwebサ
イトに広告事業者が画像タグ
を貼っておく。

• 消費者が、それらのサイトに
アクセスするごとに、消費者
のブラウザは、広告事業者
ｻｰﾊﾞからもらったクッキー
「DMP123」を送ってくる。

• 広告事業者サーバは、どの
ﾌｧｰｽﾄﾊﾟｰﾃｨからアクセスを
指示されたかも分かるため、
「DMP123」をキーにして、

ウェブサイトの閲覧履歴を作
成できる。

広告事業者のクッキーをキーとした名寄せ

広告事業
者ｻｰﾊﾞ

〇×スポーツ

WebサイトA
WebサイトB EC＠

ニュース□

ポータル△

⑦
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広告事業者のクッキーをキーとした名寄せ
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広告事業者
ｻｰﾊﾞ

DMP123のブラウザのアクセス履歴

日時 アクセス先

2018/06/01 22:10 〇×スポーツ

2018/06/01 22:18 WebサイトA（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｼｭｰｽﾞ）

2018/06/02 19:30 WebサイトB（引越し業者）

2018/06/02 19:52 WebサイトC（引越し業者）

2018/06/02 20:05 ポータル△

2018/06/04 20:30 ニュース□

2018/06/01 20:46 EC＠

※タグについては、現在では、JavaScriptのタグが一般的。閲覧履歴のみならず、ブラウ
ザから様々な情報（カーソルの位置や1Pでの入力情報など）を得ることができる。

DMP (Data 
Management 
Platform)



リクナビ2019の仕組み

リクルート
ｻｰﾊﾞ

ユーザー

ﾀｸﾞによる
自動ｱｸｾ

ｽ

画像
+3Pｸｯｷｰ

④

⑤

③【タグ】
採用企業Webｻｲﾄのタグがブラウザに「リクルートｻｰ

ﾊﾞから画像を読み込め」と指示する

①

②

閲覧のた
めのｱｸｾｽ

ｺﾝﾃﾝﾂ
＋タグ

+1Pｸｯｷｰ

採用企業
Webサイト

採用企業

就活生アン
ケート
・・・・・
・・・・・
・・・・・

画像

採用企業
webｻｲﾄか
らくるのは、
ﾌｧｰｽﾄﾊﾞｰ
ﾃｨｸｯｷｰ
「ﾌﾞﾗｯｸ001」

リクルートｻｰ
ﾊﾞからくるの
は、ｻｰﾄﾞﾊﾞｰ
ﾃｨｸｯｷｰ
「ﾘｸﾙｰﾄ123」
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リクルート
ｻｰﾊﾞ

リクルート123のブラウザのアクセス履歴

日時 アクセス先

2018/06/01 22:10 IT就活

2018/06/01 22:18 外資系就活

2018/06/02 19:30 メーカー就活

2018/06/02 19:52 外資系就活

2018/06/02 20:05 ポータル△

2018/06/04 20:30 ニュース□

2018/06/01 20:46 外資系就活

リクナビ2019の仕組み

この人本命は外資系ですね、お宅様は、国
内企業なので、たぶん内定を蹴るでしょう。
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個人情報保護委員会の行政指導
（第2弾－2019年12月）

 リクナビ2019について勧告（23条1項）

 リクルート社（親会社）に対して委託先の監督義務違反（22条）

 採用企業に対して指導。
本サービスに関する利用目的の通知又 は公表等が不適切であった

ことや個人データを外部に提供する際の法的検討ない し当該法的
整理に従った対応等が不適切であった
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個人情報保護委員会作成の資料より

「個人関連情報」の規制の導入（R2改正）
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 リクナビ→採用企業については、リクナビ（非個人情報）→採用企業（個人
情報）のパターンになっている。

 この部分は8月の最初の行政指導では個人情報保護委員会の法執行の
対象とならなかったが、12月に法執行。

 ほぼ同時期に（2019年12月）提供元（非個人情報）→提供先（個人情報）に
ついては、規制の対象にするという個人情報保護法令和2年改正の方向
性が公表される※

リクナビ2019についてのまとめ

※個人情報保護法いわゆる３年ごと見直し制度改正大綱 第4章４．端末識別子等の取扱い

「ここ数年、インターネット上のユーザーデータの収集・蓄積・統合・分析を行う、「ＤＭＰ（中
略）」と呼ばれるプラットフォームが普及しつつある。この中で、クッキー等の識別子に紐付く個
人情報ではないユーザーデータを、提供先において他の情報と照合することにより個人情報
とされることをあらかじめ知りながら、他の事業者に提供する事業形態が出現している。」
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 ウェブ閲覧履歴を収集し（DMP）、それを特定の個人に結びつけることは、
当該個人が誰かということを知っている人にとっては極めて容易。FBはそ
の一例。

 リクナビによるDMPの利用により、DMPが広告（その人は何を買いそうか）

だけでなく、その人はどんな人？という質問に広くこたえられることが明ら
かに。

 行き過ぎた利用のおそれもあることから、提供先で個人情報になる場合に
は、本人の同意を要する形での規制が導入される（個人関連情報）

 個人情報保護法での規制である以上、個人情報になる瞬間をとらえて規
制するしかないが、本来、DMPのようなクッキーに紐づく情報は個人情報
ではない形で収集、利用される。

 これを放置していいのかという問題意識は、かねてよりあり。

「個人関連情報」規制の導入までのまとめ
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「追跡していたとは知
らなかった」。カー
シェアリングのパーク
24の広報担当者は
困惑した。実際は自
社サイトでデバイス
フィンガープリント
（DF）という追跡技術
が作動。ユーザーの
閲覧情報を追って
広告効果を測ってい
た。現在は止めたが
「委託業者任せだっ
た」と反省する。
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ウェブ閲覧履歴等の規制②
総務省PF研「通信関連プライバシー」

PF研＝「プラットフォームサービスに関する研究会」
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PF研「中間報告書」の問題意識

 利用者の端末情報が、OS事業者、通信事業者、プラットフォー
ム事業者、アプリ事業者等によって、利用者の意思に反して取
得・活用されているとすると、通信の秘密の対象であるか否かに
関わらず、プライバシー上の適切な保護を検討する余地が生じ
得るところ、端末情報の適切な取扱いの確保のための具体的な
規律の在り方については、eプライバシー規則（案)の議論も参考
にしつつ、今後引き続き検討が必要と考えられる

「中間報告書」2019年4月 27頁



17

PF研「中間とりまとめ（案）」の答え

 このような通信サービスの利用に関わる利用者端末情報とそれに
紐付く情報の保護については、「通信関連プライバシー」として保
護されるべき利用者の権利として、把握されるべきであると考えら
れる。即ち、（中略）

 事業者に法律上の義務を課すことが有用であるとの指摘も踏ま
え、電気通信事業法等における規律の内容・範囲等について、
ｅプライバシー規則（案）の議論も参考にしつつ、cookie や位置情
報等を含む利用者情報の取扱いについて具体的な制度化に
向けた検討を進めることが適当である

「中間とりまとめ（案）」2021年7月 105頁
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 個人情報でない形のクッキーに紐づく情報についても、「通信
関連プライバシー」として把握。

 電気通信事業法等によって、制度化を検討。

PF研「中間とりまとめ（案）」のまとめ
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海外の法規制

EU（GDPR）でも米国（CCPA※）でも、クッキーはそれ自体
、個人情報として規制対象。

※ カリフォルニア州消費者プライバシー法



20PF研利用者情報WG第1回 事務局 参考資料２



21PF研利用者情報WG第1回 事務局 参考資料２



22PF研利用者情報WG第1回 事務局 参考資料２
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ブラウザベンダーによる自主規制

環境激変…



24PF研 DataSign太田祐一さんのご発表資料から

プライバシーサンド
ボックス 延期

App Tracking 
Transparency
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全体のまとめ
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 ３Pデータを利用した広告は、様々な規制により縮小が予想され
る。

 ３Pデータ自体が減少する方向にあり、データは
「他から融通してもらう（3P）」⇒「ユーザーから直接取る（1P）」

 囲い込み戦略をとってきたグローバルプラットフォーマーへの
データ集中が一段と進んでいる※ ⇒ ウォールドガーデン

 融通してもらう（３P）戦略は先がないように思われる。

全体のまとめ

※ご参考
「膨張GAFAとの闘い-デジタル敗戦霞が関は何をしたのか」
（中公新書ラクレ）若江雅子 「はじめに」「15章」
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ご清聴ありがとうございました
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